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No.
製品

指定
品名 規格・寸法・形状等 メーカー等 個数 単位

1 〇
富士ドライケム用スライドー1

富士ドライケムスライド（動物用）v-GOT/AST-P 50枚 富士フィルム株式会社 2 箱

2 〇
富士ドライケム用スライドー2

富士ドライケムスライド（動物用）v-GPT/ALT-P 50枚 富士フィルム株式会社 2 箱

3 〇
富士ドライケム用スライドー3

富士ドライケムスライド（動物用）v-ALP-P 50枚	 富士フィルム株式会社 2 箱

4 〇
富士ドライケム用スライドー4

富士ドライケムスライド（動物用）ｖ-LDH-P 24枚	 富士フィルム株式会社 3 箱

5 〇
富士ドライケム用スライドー5

富士ドライケムスライド（動物用）ｖ-CPK-P 24枚		 富士フィルム株式会社 3 箱

6 〇
富士ドライケム用スライドー6

富士ドライケムスライド（動物用）ｖ-TG-P 24枚	 富士フィルム株式会社 3 箱

7 〇
富士ドライケム用スライドー7

富士ドライケムスライド（動物用）v-BUN-P 50枚	 富士フィルム株式会社 2 箱

8 〇
富士ドライケム用スライドー8

富士ドライケムスライド（動物用）v-CRE-P 50枚	 富士フィルム株式会社 2 箱

9
注射針-１

25G×1”（25㎜） R.B.　100本入り テルモなど 10 箱

10
注射針-２

25G×5/8”（16㎜） R.B.　100本入り テルモなど 5 箱

11 1mlシリンジ ツベルクリン用　針なし　100本入り テルモ、ニプロなど 3 箱

12 〇 動物用イソジン液 500ml 物産アニマルヘルス 6 本

13 〇 アンテックビルコンS 10㎏ エランコジャパン株式会社 1 箱

14 白色ワセリン 500g 昭和製薬株式会社など 2 個

15 ウルソデオキシコール酸錠100mg PTP100錠 サワイ製薬など 5 箱

16 〇 モエギキャップ 100粒入り 共立製薬株式会社 2 箱

17 アジスロマイシン錠250㎎ 60錠入り　 東和薬品株式会社など 1 箱

18 ペルゴリド錠250μg PTP100錠 サワイ製薬など 3 箱

19 〇 プレドニゾロン錠5mg PTP100錠　 武田薬品 10 箱

20 当帰芍薬散エキス顆粒 2.5g×42包 株式会社ツムラなど 3 箱

21 〇 ミルベマイシンA錠10 120錠 エランコジャパン株式会社 1 箱

22 メロキシカム錠5㎎ PTP100錠 ニプロ株式会社など 1 箱

23 〇 ネオーラル内用液10％ 50ml ノバルティスファーマ株式会社 3 瓶

24 イトラコナゾール内用液1％ 140ml ヴィアトリス・ヘルスケア合同会社など 1 瓶

25 〇 毛玉除去剤　ラキサトーン 70.9g　スタンドチューブタイプ フジタ製薬株式会社 24 箱

26 〇 バイトリル犬猫用2.5％ 50ml エランコジャパン株式会社 2 箱

27 生理食塩水 500ml×20袋　（大塚生食注など） 日本薬局方 1 箱

28 ソルデム1輸液 500ml×20袋　 テルモなど 1 箱

29 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1％ 5ml×10本 テイカ製薬など 5 箱
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4 特記事項
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　契約後は、法人の解釈に従い、一切の異議を認めない。

　契約締結後、すみやかに事業担当へ単価のわかる内訳明細書を提出すること。

事業担当：地方独立行政法人天王寺動物園　大阪市天王寺区茶臼山町１－１０８

電話番号：06-6771-2174　担当：高見

仕　様　書

明細　今回購入する製品・数量については次のとおりとする。

納入期限：契約日から60日

納入場所：地方独立行政法人天王寺動物園　大阪市天王寺区茶臼山町１－１０８

電話番号：06-6771-2174　担当：高見

　納入については事前に納入場所担当者と十分に打ち合わせを行うこと。

　本仕様書に疑義のあるときは、比較見積前に事業担当者に問いただしておくこと。



（別紙）  

 

 暴力団等の排除に関する特記仕様書  

  

地方独立行政法人天王寺動物園（以下「発注者」という。）が締結する契約等から暴力団を

排除する措置については、「大阪市暴力団排除条例」（平成23年大阪市条例第10号。以下「条

例」という。）、「大阪市暴力団排除条例施行規則」及び「大阪市契約関係暴力団排除措置要

綱」（以下「要綱」という。）に準拠し、大阪市と同様の措置を講じる。  

 

１ 暴力団等の排除について 

（１）受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同

じ。）は、大阪市暴力団排除条例（平成23年大阪市条例第10号。以下「条例」という。）第

2条第2号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第3号に規定する暴力

団密接関係者（以下「暴力団密接関係者」という。）に該当すると認められる者と下請契

約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。 

（２）受注者は、条例第7条各号に規定する下請負人等（以下「下請負人等」という。）に、

暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購

入契約又はその他の契約をさせてはならない。 

また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる

者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除さ

せなければならない。 

（３）受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認め

られる者から条例第９条に規定する不当介入（以下「不当介入」という。）を受けたとき

は、速やかに、この契約に係る本法人監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管

する担当課長（以下「監督職員等」という。）へ報告するとともに、警察への届出を行わ

なければならない。 

また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる

者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告する

とともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。 

（４）受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本法人に対し前号に規定する報告をしなか

ったと認めるときは、条例第12条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱によ

る停止措置を行うことがある。 

（５）受注者は第3号に定める報告及び届出により、本法人が行う調査並びに警察が行う捜

査に協力しなければならない。 

（６）発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から

の不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履

行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じるこ

ととする。 

 

２ 誓約書の提出について 

受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなけ

ればならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。 

 



職員等の公正な職務の執行の確保に関する特記仕様書 

 

発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から

違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の地方独立

行政天王寺動物園総務課（連絡先：06-6771-2150）に報告しなければならない。 

 

 

個人情報等の保護に関する特記仕様書 

 

この契約の履行にあたって個人情報は、市民の個人情報保護の重要性に鑑み、個人

情報の保護に関する法律及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条

例の趣旨を踏まえ、適切に取り扱わなければならない。 

 


